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口座の売買・譲渡・レンタルは犯罪です 

 

正当な理由なく、通帳・キャッシュカードや、インターネットバンキングのログイン

ID・パスワードなどを譲り渡したり、譲り受ける行為は、有償・無償を問わず犯罪とな

ります。これらの口座が犯罪に利用された場合、譲渡していない他の口座も全て凍結さ

れたり、今後新たな口座開設が出来なくなる恐れがあります。 

 

 

 

警視庁のサイトはこちら 

預金口座の売買は犯罪です！ 警視庁 

 

 

 

 

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/multilingual/japanese/safe_society/law_violations/sell_buy_Japanese.html

